
船舶事故等調査報告書 

平成２７年２月５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４仙第９０号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年１０月１６日 ０２時２５分ごろ 

発生場所 青森県八戸市八戸港 

 八戸港外港中央防波堤北灯台から真方位１３８°１,８００ｍ付近 

 （概位 北緯４０°３３.０′ 東経１４１°３２.９′） 

事故等調査の経過  平成２６年１０月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第七十一天王
てんおう

丸、３２０トン 

 １３１４２１、大濱漁業株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に凹損 

 事故等の経過 本船は、船長ほか８人が乗り組み、船長が手動操舵で操船を行い、

船首約２.２ｍ、船尾約４.３ｍの喫水により、八戸港の中央防波堤南

端と第２中央防波堤北端で形成された港口に向けて約７ノットの対地

速力で南西進していた。 

船長は、港口付近の予定針路線上に貨物船が錨泊していたので、左

舵を取って第２中央防波堤に接近する南南西寄りの針路とし、レーダ

ー、ＧＰＳプロッター及び目視で第２中央防波堤との距離を確認しな

がら、その北端付近を通過できると思って航行を続けたところ、船首

に配置していた乗組員から危ないとの連絡を受け、右舵を取った。 

本船は、平成２６年１０月１６日０２時２５分ごろ、第２中央防波

堤北端付近の消波ブロックに乗り揚げた。 

船長は、乗組員に負傷者がいないことを確認し、海上保安部に事故

の通報を行い、海面下の損傷状況が把握できなかったので、僚船にえ
．

い
．
航を依頼した。 

本船は、自力で離礁した後、僚船にえい
．．

航されて八戸市八戸漁港に

着岸した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項  本船は、まき網船団の運搬船で、北海道釧路市沖の漁場で操業を行

っていたが、漁場を移動するため、基地となる八戸漁港に向かってお

り、漁獲物を積載していなかった。 

 船長は、八戸港への入港経験が豊富であり、港内の状況を熟知して



いたが、夜間の入港経験は少なかった。 

 船長は、本事故時、入港作業に備えて本船の甲板上を作業灯で照ら

しており、また、八戸漁港には多くのまき網漁船の作業灯等の明かり

があり、船首方が見えにくいと感じていた。 

 第２中央防波堤の北端には、標識灯が設置されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、八戸港の港口に向けて南西進中、船長が、前方に他船が錨

泊していたので、針路を変更して第２中央防波堤に接近する針路で航

行した際、甲板上の作業灯等で船首方が見えにくかったことから、同

防波堤北端付近の消波ブロックに気付かず、同消波ブロックに乗り揚

げたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、八戸港の港口に向けて南西進中、船長

が、前方に他船が錨泊していたので、針路を変更して第２中央防波堤

に接近する針路で航行した際、甲板上の作業灯等で船首方が見えにく

かったため、同防波堤北端付近の消波ブロックに気付かず、同消波ブ

ロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・防波堤の周囲には、夜間、視認が困難な障害物が存在することが

あるので、できる限り防波堤との距離を隔てて航行すること。 

 ・見張りの妨げとなる灯火を使用しないこと。 

 


